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ではじめとする科学技術が目覚ましい
発展を遂げるとともに、少子高齢化、

《‐
辞祝

裁判所職員總合研修所の今和6年

度養成課程入所式に当たり 、一言、

お祝いの言葉を申し上げます。

経済活動の国際化といった社会の構

造的な変化も加速しています。 こう

した中で、価値観や家族観の多様化

も進むなど、私たちが差らす社会の

第21期研修生の皆さん、本日は説
く

におめでとうございます。裁判所書

記官あるいは家庭裁判所調査官を目

指して努力を重ね、本日晴れて入所

式を迎えられたことに対し、 ’趣から

お喜びを申し上げます。

C環境は急速に変化しています｡

このように社会が大き く変動する時

代にあっても 、裁判所には、 中立公

正かつ独立の立場から適正迅速に法

的紛争を解決するという司法サービ

スを提供し、 これを通じて、社会の

安定に寄与するという変わらない機昨今、情報通信技術。生命科学を
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⑦択されました。裁判所書記官は、裁

判手続の過程で発生する多種多様な

法的事務を適確かつ効率的に遂行す

る専門職です。 また、家庭裁判所調

査官は、行動科学の知見や技法を活

用した調査を行うことにより 、納得

⑥性の高い調停や審判の実現に寄与す
る専門職です。 その仕事の成果は、

我が国の歴史の一部として記憶し、

残しておくべき貴重なものになるこ

ともあるのです。 皆さんには、 それ

ぞれの官職が裁判において担う役割

と責任の重さを胸に刻み、誇りと自

党を持って、積極的に研修に取り組

能があります。 このような裁判所よ

役割に対する国民の期待に応えるた

めには、職員一人一人が、真拳に職

務に取り組み、与えられた職責を着

実に果たしていく ことは当然のこと

として、 これにかえて社会の動きや

利用者のニーズの変化に関‘煙を払､と、
常に改善と工夫を重ねていく という

意識を持って、 より質の高い裁判事

務の遂行を目指してい〈 ことが求め

られています。

皆さんは、裁判所書記官あるいは家

庭裁判所調査官という仕事の道を選

－4－
戸

一｡ー



⑥る習慣を身に付けることも重要な

とだと思います。

Q、
んでいただきたいと思います。

一
」

１
〕これからの研修では、 このような専

門職に求められる基本的な知識と技

法を学ぶことになり ます。 これらの

知識や技法は、今後の職務を遂行し

さて、 目下の量重要課題の一つであ

る裁判手続のデジタル化については、

民事、家事関係では既に法整備がさ

◎れ、刑事の分野での法整備の検討も
進んでいます。デジタル化に当たっ

ては、裁判手続全体を、合理化、効

率化の観点から抜本的に見直すこと

になります。 これにより 、裁判に関

わる当事渚と裁判所職員の負担がト

ータルとして軽減されることを目指

すだけでなく 、裁判の質の向上、栽

てい《上での土台となるものですオセ
ら、 まずはこれをしっかりと習得す

ることが大切です。 さらには、 それ

にとどまらず、 これらの知識や技法

が、裁判のプロセスにおいて、 どの

ような場面で、 どのような形で活用

され、 良い裁判の実現にどのように
１
１

役立てられるのかということを考え
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判所の紛争解決機能の充実。強化‘軍
つなげていく仏要があります。 皆さ

んは、 このような時期に新しい事務

の担い手となるわけですから、研修

を通じて、理想とする事務の在り方

について 「自ら考える姿勢」 ととも

に、 「議論を尽くす姿勢」 を身に付I走
ることが求められます。

『ていることは、職種間の相互理解と

連携の基盤を築く上で、大きな意義

があります。互いに切嵯琢磨しなが

ら、 高い職業倫理を共有する裁判所

職員として、信頼し、尊敬し合える

関係を築いてください。

’
’ C
量後になりましたが、 どのような時

にも健康が第一です。 皆さんが、 ‘心

身ともに健康で充実した研修生活を

送り 、 晴れて番成課程を修了され、

裁判所書記官'あるいは家庭裁判所調

査官として、 これからの裁判所に新

しい風を吹き込むことを‘趣より期待

’
裁判所では、裁判官を今め、異な

る職種の裁判所職員が連携し、 チー

ムとして職務に取り組んでいます。

この研修所において裁判所書記官と

家庭裁判所調査官両方の養成を行っ

｜
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して、私の祝辞とい たします。

’
今和6年5月7日

量高裁判所判事
’

島 明尾
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令漁6年度裁判所職員鎚合研修所

修了式祝辞
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辞祝

皆さん、本日は、誠におめでとう

ございます。

皆さんが、裁判所職員総合研修所

における番成課程を修了され、本日

の修了式を迎えられたことを、 ′趣か

らお喜び申し上げます。 また、 この

間、熱意と愛情を持ち、研修生の指

導に力を注がれた所長を始めとする

教官、事務局職員の皆様方に対し、

深い敬意と謝意を表します。

現在の裁判所を取り巻く状況は、

少子高齢化や人口の大都市集中を始

、

一
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そして、本日、 皆さんに二つのこ

とを申し上げたいと思います。

一つ目は、専門職として事件の持

つ多様性に的確に対応していくため

には、実務の運用を裏付ける知識を

身に付けるとともに、 その背景とな

る理由を考えてほしいということで

す。先葦方が築き上げてきた実務の

運用は、 それを裏付ける法的根拠と

実務上の創意工夫が鰭実したもので

す。 それらを理解しないまま、事件

の個別性を無視し、機城的に実務の

運用を当てはめた事務を行うこと

めとする社会経済構造の変化が進行

し、 ライフスタイルや家族の在り様

などを巡る人々の意識や行動様式の

多様化も進み、 これに伴って、新た

に裁判所が担う手続が拡大するな

ど、 司法に期待される役割が一層高

まっています・裁判所書記官あるい

は家庭裁判所調査官として新しい第

一歩を踏み出す皆さんには、裁判所

に対する国民の期待と信頼の重さ、

それに伴う視線の厳しさを自覚しつ

つ、専門職としての誇りと責任を持

って日々の職務に臨んでほしいと思

は、 時と して、 不 合理、 不 適正な 事います。
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現在、裁判手続のデジタル化は、既

に段階的実施の局面を迎えていま

す。御承挿のとおり 、 民事訴訟分野

では、訴訟記録の電子化等のいわゆ

務につながる可能性があります。 ま

た、実務を行う上で煮朴な疑問や違

永感が生じることがあると思いま

す。 そのようなときは、先葦、上

司、 同僚、裁判官等に率直に疑問を

投げかけ、 その解消に努応てくださ

い。議論することで、現在の運用の

問題点が明らかになり 、職場全体の

事務改善につながることもあるかも

しれませんし、何より 、 そうした菅

みが皆さんの成長の礎となります。

二つ目は、 これからの裁判所を作

り上げていく ことに意欲的に取り組

１
１

ろフェーズ3がおおよそ1年後に実

施されますし、 その他の裁判手続に

おいても、今後数年間のうちに、次

々とデジタル化が実施されていく見

込みです。 このように、裁判所がか

ってないほどの規模と速さで変化す

る中にあっても、法改正の趣旨等も

踏まえつつ、適正かつ迅速に法的紛

争を解決するという使命を果たして

いかなければなりません。 そのため

、
■
口
“
石
口

んでいただきたいということです。
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慮をしますが、 皆さん自身も意識的

に休番やリフレッシュの機会を確保

するよう努めてください。皆さん

が、 日々気力を充実させて、新しい

時代の裁判所に新たな息吹をもたら

してくれることを’蛭から祈念して、

私の祝辞といたします。

には、 多様で柔軟な発想や新しい感

覚を持って臨むことが重要であり 、

若手だからこそ見える景色や視点が

磯ずあると思います。是兼、裁判所

を自ら作り上げ、支えていくのだと

の意気込みを持ち、臆することなく

アイデアや考えを述べ、積極的に取

り組んでいただく ことを期待しま

’
～申

令和7年3月25日

最高裁判所判事平木正 洋

す。

没後になりましたが、 皆さんが、

裁判所職員として、 その職責を十全

に果たしていくためには、 ‘逗身の健

康を保持することが大前提となりま

す。職場の上司・先業等も災要な配

’
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